
はじめに

近年、資産承継•財産管理の有効な手段として、家族信託への関

心はますます高まっています。本書を手に取られた方々におかれま

しても、実務の現場てその需要の高まりを肌で感じていらっしゃる

ことでしょう。

家族信託は、本人の想いを世代を超えて実現てきる、非常に柔軟

て優れた制度て＊す。しかしその一方て＊、制度の複雑さゆえに、依頼

者やその家族が内容を十分に理解しきれないまま契約に至ってしま

うケースも少なくありません。

我々専門家は、信託契約書という「法的に正しい書面」を作成す

ることに注力するあまり、最も大切なことを見過ごしてはいないてさ

しょうか。それは、依頼者とその家族が、信託の内容を心から理解

し、納得されているかという点てす。

「専門家から十分な説明がなかった」

「こんなはずてはなかった」

後日、このような言葉から家族間のトラプルに発展し、専門家が

説明貴任を問われる……そうした事態は、何としても避けなければ

なりません。

そのリスクを回避し、専門家としての説明貴任を果たしながら、

依頼者との信頼関係を確固たるものにするためのツールが、本書て令

解説する「重要事項説明書」です。重要事項説明書は、信託契約書

の内容をわかりやすくかみ砕き、メリットだけてなく、デメリット

や将来起こリ得るリスクまでも説明するための書面て・す。これを活

用することて＼「言った言わない」「聞いていない」といった将来の



紛争の芽を摘み、家族全員が納得したうえて＼円満な家族信託のス

タートを支援することがてきます。

本書は、家族信託契約書や重要事項説明書の作成の仕方の解説書

てはありません。具体的な事例をもとに、信託契約の内容と重要事

項説明書をいかにリンクさせ、顧客の理解を促すかという、極めて

実践的なノウハウを詰め込んだ一冊て＊す。専門家がすぐに実務て使

えるよう、具体的な書式や文例も豊富に掲載しています。

また、家族信託制度そのものへの理解をさらに深めたい方には、

拙著『士業・専門家のためのゼロからはじめる家族信託活用術』

（税務研究会出版局）も併せてお読みいただくことをお勧めいたし

ます。同書ては、家族信託の基礎から応用、豊富な活用事例、実務

上のポイントまてを体系的に解説しております。本書と併せてご活

用いただくことて、知識と実践が繋がり、より実務対応力が身につ

くものと確信しております。

本書がきっかけとなり、専門家が家族信託を駆使して、依頼者へ

の生前対策全般の心あるコンサルティングを実現されることを願っ

てやみません。その結果として、幸せな相続対策を行える家族が日

本に一組ても増えることが、私にとってこのうえない喜びて＊す。

本書が、専門家の皆様の日々の実務の一助となれば幸いて吋·。

なお、本書をご購読いただいた方には、実務て＊ご活用いただける

よう、重要事項説明書のひな型データや関連セミナーのレジュメ

データなどを、付録として読者様限定ウェプサイトにてご提供して

おります（巻末ページ参照）。ぜひ、日々の業務効率化にお役立て

ください。

令和 8年 2 月

司法書士斎藤竜
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凡例

本書では、法令関係において、以下のように省略している場合があ

ります。

信法 信託法

会法 会社法

不登法 不動産登記法

農法 胆地法

借家法 借地借家法

相法 相続税法

所法 所得税法

所規 所得税法施行規則

法法 法人税法

措法 租税特別措置法

措令 租税特別措置法施行令

措規 租税特別措置法施行規則

地法 地方税法

評基通 財産評価基本通達

最高裁 最高裁判所

高裁 高等裁判所

地裁 地方裁判所

家裁 家庭裁判所

【条•項・号の略について】

条……算用数字

項……丸付数字

号……漢数字

例）信託法34条1項 1 号 ⇒ 信法34①—
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家族信託は、高齢社会における汽産管理・承継の切り札として、

多くの専門家が注目し、実務に取り組んでいます。しかし、その有

効性の裏側には、専門家が予期せぬトラプルに巻き込まれるリスク

が潜んでいることを、我々は常に認識しておかなければなりませ

ん。

本編では、なぜ信託契約書だけでは不十分なのか、専門家にはど

の範囲の説明買任が求められるのか、そして誰に配慮すべきなのか

を明らかにします。

D 家族信託実務に潜むリスクと専門家
の説明責任

①信託契約書たけでは防げない「言った言わないJ
トラブル

我々専門家は、依頼者の想いを法的に有効な形で実現するため、

信託契約古の作成に全力を注ぎます。しかし、完璧な信託契約古を

作成したとしても、それだけでは「言った言わない」「こんなはず

ではなかった」という類のトラプルを完全に防ぐことはできませ

ん。

なぜなら、信託契約書は、あくまで法律的な要件を満たした「契

約」そのものを記した書面にすぎないからです。その条文に込めら

れた背景、想定されるリスク、他の選択肢との比較といった複合的

な情報までを、契約害のみで依頼者やその家族に100％理解しても

らうことは、極めて困難であると言わざるを得ません。

特に、認知症対策や事業承継など、長期にわたる信託の場合、契

約締結時には想定されていなかった事態が発生することも少なくあ

りません。例えば、受託者である長男が他の兄弟姉妹に十分な情報



I 家族信託実務に潜むリスクと専門家の説明責任

開示をしない、あるいは信託不動産の売却や委託者死亡時の資産承

継をめぐって意見が対立するといったケースです。このような状況

で、関係者から「契約の際に、専門家からそのようなリスクについ

て十分な説明はなかった」という不満の声が上がることが、 トラブ

ルの発端となるのです。

径〕専門家に求められる説明責任とその範囲

では、法的には専門家にどこまでの説明責任が求められるので

しょうか。この点を理解することは、我々専門家が自らの身を守る

うえでも不可欠です。

信託契約書の作成に専門家が関与した場合、その契約内容に不備

や欠陥があったために後に紛争が生じた際には、専門家が損害賠償

責任を負う可能性があります。これは、専門家が依頼者に対して、

信託契約に関する適切な情報提供、リスク説明、そして法的・実務

的に有効な契約書の作成義務を負っていると解されるためです。

具体的には、以下のようなケースで専門家の責任が問われる可能

性があります。

●説明義務違反

信託の仕組みやリスク、契約条項の意味、信託終了時の影響など

について、依頼者が十分に理解できるよう適切かつ丁寧に説明しな

かった場合。

●調査確認義務違反

依頼者の意向や財産状況、家族関係、最新の信託実務動向などを

十分に調査確認せず、それらに即さない不適切な信託契約書を作成

した場合。

●法的解釈・構成の誤り

信託法や関連法規の解釈を誤り、意図した効果が得られない信託

契約書を作成した場合。
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●注意義務述反

信託契約書作成における一般的な注意義務を怠り、誤字脱字な

ど、専門家として当然に避けるべきミスがあった場合。

これらの翡叶＂］家責任の重さを示す直要な裁判例が、東京地裁令和

3 年 9 月 17日判決です。この事案は、信託支援を業とする者が、信

託契約の締結に先立ち、依頼者に対して「信託内融資可能な信託口

口座を開設できる」旨の説明をしながら、実際にはそのような金融

機関が少ないことや、通常の融賓とは異なる取扱いを受けるリスク

について説明しなかったことが、信義則上の情報提供義務およびリ

スク説明義務に違反し、不法行為を構成するとして、損害賠伯が命

じられたものです。

この判決で専門家が注意すべき点としては、単なる契約書の不備

ではなく、信託支援業務そのもの、特に契約締結前の提案段階にお

ける説明のあり方を不法行為として捉えた点にあります。裁判所

は、専門家が報酬を得て業務を受任する以上、信託組成のメリット

だけでなく、専門家に対する委任契約に先立ち「信託内融賓・信託

口口座に関する対応状況につき情報を収集し、信託内融賓及び信託

口口座の開設を受けられないというリスクがあることを説明すべき

信義則上の義務」を負っていたと明確に判示しました。

この判決は、我々専門家にとって他人事ではありません。良かれ

と思って提案した信託が、金融実務の確認調査といった周辺領域の

問題で依頼者の信頼を裏切り、結果として紛争に発展する可能性を

示唆しています。だからこそ、考え得るすべてのリスクを事前に洗

い出し、それを丁寧に説明するプロセスが不可欠であり、そのため

のツールとして「重要事項説明古」が重要なのです。



Il トラブルを未然に防ぐ「重要事項説明也」とは

③家族信託における関係者（推定相続人など）への
配慮の重要性

家族信託の相談において、実際に専門家のもとを訪れるのが、財

産を託す委託者本人ではなく、その子女であるケースは少なくあり

ません。その背景には、自身の相続分を有利にしたいという意図が

隠されている可能性もゼロではありません。

ここで我々専門家が絶対に間違えてはならないのは、家族信託に

おける真の依頼者は、財産を拠出する「委託者」であるという大原

則です。委託者以外の家族の意向のみを汲んで信託を組成すること

は、明らかな利益相反行為となりかねません。

したがって、信託組成に関わる際には、委託者本人の真意を丁寧

に確認することはもちろん、他の誰定相続人を含めた家族全員に、

信託の内容やその影稗について説明し、理解を得ておくプロセスが

極めて重要になります。一部の家族だけで話を進めてしまうと、後

日、他の家族から「聞いていない」「不公平だ」といった不満が哨

出し、深刻な紛争に発展しかねません。

専門家は、家族全員の間の調整役としての役割も期待されていま

す。この場而において、家族全貝の家族信託への理解を促進し、家

族の意見を統一するため、そして専門家が説明責任を果たすために

も、家族信託の菫要事項説明書が必要なのです。

。トラブルを未然に防ぐ「重要事項説
明書」とは

田では、家族信託実務に潜むリスクと、専門家が負う説明責任の

重さについて、近時の裁判例を交えて解説しました。信託契約習と

いう書而を用意するだけでは、依頼者とその家族の完全な理解と納
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得を得ることはできず、家族信託の制度や法務、税務上の注意点、

金融実務、今後の法改正の動向などといった重要事項は記載できな

いため、専門家は説明責任を十分に呆たせず、時として専門家自身

が紛争に巻き込まれるリスクすらあるのです。

では、どうすればそのリスクを回避し、家族全員が安心して信託

のスタートを迎えられるでしょうか。そこで活用できるのが、「璽

要事項説明書」です。

①重要事項説明書の目的と効果

直要事項説明書とは、信託契約叫に記載された法的な条項や信託

の仕組みについて、そのメリット・デメリット、リスク、将来想定

される事態などを、依頼者とその家族にわかりやすく説明し、理

解・納得してもらったうえで契約を締結するために作成する習面で

す。

その最大の目的は、専門家と依頼者間の情報格差を埋め、依頼者

の「自己決定権」を難重することにあります。複雑な信託の仕組み

を専門家が一方的に提案するのではなく、依頼者自身がその長所と

短所をすべて天秤にかけたうえで、「この内容で進めたい」と心か

ら納得してもらう。その過程こそが、専門家が提供すべき価値であ

り、重要事項説明書はそのための不可欠なツールです。法的な観点

からは、この書面は専門家が説明責任を果たしたことの強力な証拠

となります。万が一、将来「説明がなかった」「聞いていなかった」

という紛争が生じた際に、依頼者およびその関係者が署名・捺印し

た重要事項説明書があれば、それが専門家が適切な情報提供を行っ

たことを客観的に証明し、自らの身を守る盾となるのです。

考えてみれば、不動産取引や保険契約といった、人の財産に大き

な影評を及ぼす複雑な契約においては、重要事項説明習の交付と説

明が法律で義務付けられています。ところが、オーダーメイドで設



D トラブルを未然に防ぐ「重要事項説明円」とは

計されるがゆえに一陪複雑となり得る家族信託において、なぜかそ

のような仕組みは標準化されていませんでした。これでは依頼者も

専門家も、あまりに無防備な状態で契約を進めることになりかねま

せん。そこで私は、依頼者の権利を守り、専門家としての説明買任

を全うするため、不動産取引等で確立されている重要事項説明書の

考え方や仕組みを参考に、家族信託に特化した書式を独自に作成

し、実務で採用することを始めました。

ここでは、私が実践の中で培ってきた、この家族信託のための重

要事項説明書の作成ノウハウと活用方法を、具体的な書式を交えな

がら詳しく解説していきます。その解説に先立ち、まずは「信託契

約書」とこの「重要事項説明書」がそれぞれどのような役割を担う

のか、そして、この書面が単なるリスク回避の道具ではなく、いか

にして顧客・家族との信頼関係を築くためのツールとなり得るのか

を、具体的に見ていきましょう。

②信託契約書との役割の違い

ここで、信託契約書と重要事項説明習の役割の違いを明確にして

おきましょう。両者は車の両輪であり、どちらか一方だけでは家族

信託という車を安全に走らせることはできません。

信託契約書 ..` し.....,、-.....

役割 1 法的効力を発生させる「契約 契約内容を解説し、理解と同

書」そのもの 意を確認する「説明書」

性質 1 法的・専門的言語で厳密に記 日常的・平易な言語でわかり

述 やすく記述

提出先 1 法務局、金融機関、信託財産 依頼者、その家族（推定相続

の管理・運用・処分にまつわ 人など）

る取引先など
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I 第 1 部 なぜ、家族信託に「頂要事項説明虞」が逸翠な咆‘」
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目 的 I 信託の法的効力を確定・担保 I 依頼者の理解を促し、説明責

する 任を果たし、紛争を予防する

つまり、信託契約害が「何をするか (What)」を法的に定義する

習面であるとすれば、重要事項説明書は「なぜそれをするのか

(Why)」そして「もしこうなったらどうなるか (What if)」を明ら

かにする杏面といえます。この 2 つがそろって初めて、依頼者は安

心して財産を託すことができるのです。

③顧客・家族との信頼関係を築くためのツールとし
ての活用法

誼要事項説明古は、単なるリスクヘッジの道具ではありません。

むしろ、依頼者やその家族との強固な信頼関係を架くための、有効

なコミュニケーションツールです。

家族信託の組成を検討する際には、家族全員に渠まってもらい、

この重要事項説明書をテキストとして説明会を開くことを推奨しま

す。これにより、財産を託す委託者の想いを家族全員で共有できる

だけでなく、各関係者が「自分に関わる部分は何か」「どのような

メリットと責任があるのか」を正しく理解できます。特に、信託が

開始された時点では直接の当事者ではないものの、将来の相続人と

なる家族にとっては、信託の内容が自身の将来にどう影粋するのか

は重大な関心事です。その方々に事前に丁寧な説明を行うことで、

将来の「こんなはずではなかった」という不満や相続トラプルを未

然に防ぐことができます。

専門家が、難しい法律論だけでなく、家族 1 人ひとりの不安に寄

り添い、わかりやすい言葉で対話を尽くす、その誠実な姿勢こそ

が、依頼者からの信頼に繋がるのです。
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